
 

令和７年度愛媛県再犯防止推進会議 次第 

 

 

 

                       日時：令和８年２月５日（木）10：00～11：30 

             場所：愛媛県自治会館 ２階 会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議題 

  (1) 会長の選出、副会長の指名             資料１ 

(2) 第二次愛媛県再犯防止推進計画の進捗状況について  資料２ 

    ・県内の再犯の状況                       

・計画の各指標の状況  

    ・令和７年度の取組状況 等 

 （3）各機関・団体の取組みについて           資料３ 

（4）その他（意見交換） 

 

５ 閉会 

 



愛媛県再犯防止推進会議開催要綱 
 
（開催） 

第１条 愛媛県における再犯の防止に関する施策を推進するため、愛媛県再犯防止推進会議（以下「推進会議」
という。）を開催する。 

 （所掌事務） 
第２条 推進会議は、次の事務を所掌する。 
（１）愛媛県再犯防止推進計画の策定及び推進に関すること。 
（２）その他、愛媛県における再犯防止の推進に関し必要な事項に関すること。 

 （組織） 
第３条 推進会議は、別表に掲げる機関・団体等から推薦のあった職員等及び知事が委嘱した者（以下「委員」
という。）をもって組織する。 

２ 推進会議に会長及び副会長を各１名置く。 
３ 会長は委員の互選によって選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。 
４ 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。 
５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者ま
たは現任者の残任期間とする。 

 （会議） 
第４条 推進会議は、会長が招集し、これを主宰する。 
２ 第２条に掲げる協議事項のうち、個別事項について協議等を必要とする場合は、その事項に関係した委員を
招集して会議を開催することができる。 

３ 会長は、必要に応じて推進会議に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 
 （秘密の保持） 
第５条 推進会議の出席者は、会議等により知り得た秘密を他人に漏らし、また自己の利益のために利用しては
ならない。その職を退いた場合も同様とする。 

 （庶務） 
第６条 推進会議の庶務は、県民環境部県民生活局県民生活課が行う。 
 （雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、別に定める。 

附 則 
１ この要綱は、令和元年６月12日から施行する。 
２ この要綱の施行後、最初の委員の任期は、令和３年３月31日とする。 
３ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 
４ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
５ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 
（別表） 

愛媛県再犯防止推進会議構成機関・団体等 

 

区  分 関係機関・団体等 

国関係機関 四国矯正管区矯正就労支援情報センター室 

四国矯正管区 

 松山保護観察所 

 松山地方検察庁 

 松山刑務所 

 松山少年鑑別所 

 愛媛労働局 

民間団体 
  
  

 愛媛県保護司会連合会 

 愛媛県更生保護女性連盟 

 更生保護法人愛媛県更生保護会 

 更生保護法人愛媛県保護観察協会 

 愛媛県BBS連盟 

 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 

 愛媛県民生児童委員協議会 

 愛媛弁護士会 

一般社団法人愛媛県社会福祉士会 

 愛媛県商工会議所連合会 

 愛媛県商工会連合会 

 特定非営利活動法人愛媛県就労支援事業者機構 

地方公共団体 
   

 愛媛県市長会 

 愛媛県町村会 

 愛媛県 

有識者  聖カタリナ大学 

資料１ 
 



 

 

 

  

第二次愛媛県再犯防止推進計画の 

進捗状況について 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８年２月５日 

愛媛県県民生活課 

 

      

  

資料２ 
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再犯の防止等に関する施策の指標について 

 
第１ 再犯の防止等に関する施策の成果指標 
    再犯の防止等に関する施策を進める上での成果指標を次のとおり設定し、その達成

に向けて取組を進め、達成状況を検証します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○本県の刑法犯検挙人員中の再犯者数 

H30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

1,230人 1,048人 952人 905人 890人 845人 847人 

 
第２ 再犯の防止等に関する取組の動向を把握するための参考指標 
    再犯の防止等に関する重点課題における取組の動向を把握するため、次の指標を

参考指標とします。 
 １ 国・市町・民間団体等との連携強化のための取組 
（１）県再犯防止推進会議の開催実績 

   （単位：回） 

 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

開催実績 ３ ２ １ １ ２ １ 

（出典：県県民生活課） 

 

（２）再犯防止に係る地域ネットワークづくりに係る会合等の参加人数 
（単位：人） 

 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

参加人数 

（市町研修会及び地域別

推進会議） 

269 233 144 146 109 129 

 R７年度 

参加人数 

（市町研修会及び地域別

推進会議） 

97 

（出典：県県民生活課） ※令和元年度のみ市町研修会も含む。 

 
 
 

刑法犯検挙人員中の再犯者数の減少 
（※基準値から毎年対前年比で５％ずつの減少を見込む） 

基準値（計画策定時の直近の統計データ） 
    890人（令和４年（2022年）） 
     ↓ 
目標値 

     650人（令和 10年（2028年）） 

      （参考：過去実績） 1,646人（平成 25年（2013年）） 
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２ 就労・住居の確保のための取組 

（１）協力雇用主数、実際に支援対象者を雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に
雇用されている支援対象者数 

（単位：社、人） 
 H31年 R２年 R３年 R４年 R５年 

協力雇用主数 225 247 286 287 297 

実際に支援対象者を雇用している 

協力雇用主数 
11 23 19 16 18 

協力雇用主に雇用されている 

支援対象者数 
13 26 25 20 23 

 R６年 

協力雇用主数 286 

実際に支援対象者を雇用している 

協力雇用主数 
６ 

協力雇用主に雇用されている 

支援対象者数 
９ 

（出典：法務省 平成 31年は４月１日、令和２年以降は 10月１日現在） 

 

（２）保護観察終了時（1号及び 2号）に無職である者の数及びその割合 
○少年                             （単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

保護観察終了人員 136 139 103 103 111 110 

保護観察終了時に無職で 

ある者の数 
８ 10 ９ ７ ４ 11 

上記の割合 5.9% 7.2% 8.7% 6.8% 3.6％ 10.0％ 

 R６年 

保護観察終了人員 84 

保護観察終了時に無職で 

ある者の数 
９ 

上記の割合 10.7% 

（出典：法務省） 

 
（３）保護観察終了時（３号及び４号）に無職である者の数及びその割合 

○成人                             （単位：人） 
 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

保護観察終了人員 165 200 156 174 172 146 

保護観察終了時に無職で 

ある者の数 
58 76 63 62 69 56 

上記の割合 35.2% 38.0% 40.4% 35.6% 40.1% 38.4% 

 R６年 

保護観察終了人員 143 

保護観察終了時に無職で 

ある者の数 
57 

上記の割合 39.9% 

（出典：法務省） 
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（４）更生保護施設や自立準備ホームにおいて一時的に居場所を確保した者の数 
（単位：人） 

 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

更生保護施設 100 94 76 70 56 48 

自立準備ホーム 37 29 26 37 36 37 

 R６年度 

更生保護施設 42 

自立準備ホーム 35 

（出典：法務省） 

 

（５）県内の事業主からのコレワーク利用件数（平成 28年 11月以降の累計） 
（単位：件） 

 R元年末 R２年末 R３年末 R４年末 R５年末 R６年末 

相談を受け、施設情報を

提供した件数 
15 44 140 209 287 382 

 R７年末 

相談を受け、施設情報を

提供した件数 
496 

（出典：法務省四国矯正管区） 
 
３ 保健医療・福祉サービスの利用の促進のための取組 
（１）県地域生活定着支援センターの支援により調整を行った者の数 

（単位：人） 
 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

コーディネート業務終了者数 

（帰住地への受け入れ調整） 
16 16 13 19 12 17 

フォローアップ業務終了者数 

（受け入れ施設や本人等への支援） 
11 12 ８ 49 ５ １ 

 R６年度 

コーディネート業務終了者数 

（帰住地への受け入れ調整） 
10 

フォローアップ業務終了者数 

（受け入れ施設や本人等への支援） 
８ 

（出典：県保健福祉課）  
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（２）刑法犯検挙人員における再犯者のうち高齢者の数及びその割合 

（単位：人） 
 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

刑法犯検挙人員 2,401 2,056 1,899 1,788 1,757 1,736 

検挙人員のうち、再犯者数 1,230 1,048 952 905 890 845 

上記再犯者のうち、高齢者数 342 328 314 301 316 310 

上記の割合 27.8% 31.3% 33.0% 33.3% 35.5% 36.7% 

 R６年 

刑法犯検挙人員 1,797 

検挙人員のうち、再犯者数 847 

上記再犯者のうち、高齢者数 299 

上記の割合 35.3% 

（出典：県警察本部） 

 

（３）薬物事犯保護観察対象者のうち、保健医療機関等による治療・支援を受けた者の
数及びその割合                      （単位：人） 

 H29 年度 H30 年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 

薬物事犯保護観察対象者数 56 61 60 72 73 58 

保健医療機関等による治

療・支援を受けた者の数 
４ ４ ０ ２ ３ １ 

上記の割合 7.1% 6.6% 0.0% 2.8% 4.1% 1.7％ 

 R５年度 R６年度 

薬物事犯保護観察対象者数 65 57 

保健医療機関・民間支援団体等に  

よる治療・支援を受けた者の数 
２ ２ 

上記の割合 3.1％ 3.5% 

（出典：法務省）  

  ※令和５年度から、名称の一部を「保健医療機関等」から「保健医療機関・民間支援団体等」に変更 

 
４ 非行の防止及び学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 
（１）犯罪少年検挙人員（刑法）における再犯者数及びその割合 

（単位：人） 
 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

犯罪少年検挙人員（刑法） 234 181 133 157 161 138 

上記のうち再犯者の数 91 59 34 61 50 44 

上記の割合 38.9% 32.6% 25.6% 38.9% 31.1% 31.9% 

 R６年 

犯罪少年検挙人員（刑法） 165 

上記のうち再犯者の数 47 

上記の割合 28.5% 

（出典：県警察本部） 
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（２）県内の少年院において修学支援を実施し、出院時点で復学・進学を希望する者のう
ち、出院時復学・進学決定した者の数 

（単位：人） 
 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

復学・進学希望者数 ７ ８ ４ ５ ３ １ 

復学・進学決定者数 １ ４ ３ ２ ０ ０ 

（出典：法務省） 

 ※県内唯一の少年院（松山刑務所）が令和６年３月末に閉鎖されたため、令和６年以降の数値

なし。 

 

５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取組 
（１）保護司数及び保護司充足率  

（単位：人） 
 Ｈ31年 R２年 R３年 R４年 R５年 R６年 

保護司数 751 772 753 760 759 748 

定数（804人）に対する充足率 93.4% 96.0% 93.7% 94.5% 94.4％ 93.0％ 

 R７年 

保護司数 737 

定数（804人）に対する充足率 91.7% 

（出典：法務省統計 1月 1日現在） 

 

（２）社会を明るくする運動の行事参加人数 
（単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

参加人数 69,935 116,153 8,755 31,360 44,621 32,803 

 R６年 

参加人数 49,979 

（出典：法務省） 



刑務所出所者等向け相談窓口紹介チラシ・カード作成
（国・市町・⺠間団体等との連携強化）

県内への帰住希望の刑務所出所者等に対し、相談窓口を紹介する広報資材を作成
※令和６年度〜

犯罪をした者等への息の⻑い就労・⽣活⽀援事業
（就労・住居の確保①）

就労支援
コーディネーター

の配置

(委託先:NPO法人愛媛県
就労支援事業者機構）

雇用先の確保のため
協力雇用主の開拓や支援等も
行っています。

※令和元年度〜

morizane-isamu
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協⼒雇⽤主対象 雇⽤促進研修会
（就労・住居の確保②）

R7年度参加者数︓19名（松⼭保護観察所、更⽣保護団体、協⼒雇⽤主 等）
内容︓雇⽤実績の少ない協⼒事業主に対し、経験豊富な協⼒雇⽤主の協⼒を得て、

雇⽤理解やノウハウを共有を図り、積極的な実雇⽤促進を目指す

〇協⼒雇⽤主の声
・出所者の多くは仕事に真面目に取り組む姿勢がある
・家族の支えがある人は更⽣・定着率が⾼い
・出所者の雇⽤には信頼関係が不可⽋

※令和７年度研修会より

※令和２年度〜

松山刑務所からの説明の様子

地域別再犯防止推進会議
（保健医療・福祉サービスの利⽤の促進）

R7年度参加者数︓97名
内容︓⾏政説明、基調講演、ワークショップ（事例検討）

［共催︓愛媛県社会福祉協議会］

講義内容︓
・犯罪者処遇の実態
・スティグマとは何か︓犯罪と障害をめぐる偏⾒の構造
・スティグマが更⽣に与える影響︓社会的排除と再犯への関係
・更⽣支援におけるスティグマの軽減の⽅略

※令和元年度〜

morizane-isamu
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（⺠間協⼒者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取組①）
７月「再犯防止啓発月間」 県庁ロビー展

［協⼒︓松⼭保護観察所、松⼭刑務所（順不同）］

※令和６年度〜

（⺠間協⼒者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取組②）
保護司に対する知事感謝状贈呈

morizane-isamu
テキストボックス
10



（⺠間協⼒者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取組③）

退職者ライフプラン支援説明会（県職員等内部向け）
における保護司制度紹介

［協⼒︓松⼭保護観察所］

※令和３年度〜

市町再犯防止推進計画の策定状況
（国・市町・⺠間団体等との連携強化）

・１８市町で策定済
東予︓今治市、新居浜市、⻄条市、四国中央市
中予︓松⼭市、伊予市、東温市、久万⾼原町
南予︓宇和島市、⼋幡浜市、⼤洲市、⻄予市、

砥部町、内子町、伊⽅町、松野町、
⻤北町、愛南町

※令和６年度中新規策定︓⼋幡浜市、伊⽅町

・２町で策定予定
東予︓上島町（令和９年３⽉予定）
中予︓松前町（令和８年３⽉予定）

（R7.4.1現在）

morizane-isamu
テキストボックス
11
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県の施策体系 
 

重点 
課題 

基本的な方向性 具体的な取組 担当部局 

第１ 

国・ 市

町・民間

団体 等

との 連

携強化 

１ 

国・市

町・民

間団体

等との

連携強

化 

①国、民間団体等と

の連携強化への取組 

ア 関係機関等で構成する県再犯防止推進会

議の開催と施策の検証・評価等の実施 

県民環境部 

イ 法務省主催会議等への参加及び法務省地

方機関等との連携及び情報共有の促進 

県民環境部 

ウ 施策の周知と相互理解（情報共有）によ

る連携した相談の実施 

県民環境部 

保健福祉部 

②市町と連携した施

策の推進 

ア 市町向け連絡会議等の開催による情報提

供や支援の必要性の理解促進 

県民環境部 

イ 市町再犯防止推進計画の策定促進に向け

た支援 

県民環境部 

ウ 市町と連携した啓発活動 県民環境部 

第２ 

就労・住

居の 確

保 

１ 

就労の

確保 

①就労に必要な基礎

知識や技能等の習得 

ア 県の職業訓練に係る支援 経済労働部 

②就職や職場定着に

向けた相談・支援の

取組 

ア 生活困窮者自立支援制度の周知及び就労

支援コーディネーターの配置による就職支

援や職場定着支援の実施 

県民環境部 

保健福祉部 

イ 生活困窮者自立支援制度の就労準備支援

事業による生活改善支援や一時生活支援の

実施 

保健福祉部 

ウ ジョブカフェ愛 workによる若年者支援 経済労働部 

エ えひめ若者サポートステーションによる

職業意識の涵養等 

経済労働部 

オ 第一次産業への就労機会の拡大 県民環境部 

農林水産部 

カ 暴力団離脱者への社会復帰支援 警察本部 

③協力雇用主の確保

等 

ア 関係機関と連携した協力雇用主制度等の

周知 

県民環境部 

イ 協力雇用主の社会的評価の向上 総務部 

④事業者の更生保護

活動に対する支援 

ア 職場体験や雇用などの更生保護活動への

支援 

県民環境部 

イ 関係機関と連携した研修会の開催 県民環境部 

⑤福祉的な支援が必

要な人に対する就労

支援 

ア 障害者就業・生活支援センターにおける

自立支援 

保健福祉部 

経済労働部 

イ 福祉的就労への支援 保健福祉部 

⑥一般就労と福祉的

就労の狭間にある者

の就労の確保 

ア 一般就労に向けた知識等習得支援 保健福祉部 

イ 社会的企業（ソーシャルビジネス）との

連携の検討 

県民環境部 

保健福祉部 

２ 

住居の

確保 

①地域社会における

定住先確保、社会復

帰のための支援 

ア 生活困窮者自立支援制度による居住支援 保健福祉部 

イ 居住施設を備えた協力雇用主の拡大 県民環境部 

ウ 非行少年への自立援助ホームの活用の検

討 

保健福祉部 

②賃貸住宅の供給促

進 

ア 居住支援協議会を通じた市町や関係団体

等の協力促進 

県民環境部 

土木部 

イ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間 土木部 

［参考資料：第二次愛媛県再犯防止推進計画 抜粋］ 
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賃貸住宅登録制度の普及促進 

ウ 住宅セーフティネットとしての空き家等

の活用検討 

土木部 

③公営住宅への受け

入れ 

ア 県営住宅入居に関する低額所得者への柔

軟な取り扱いと市町への働きかけ 

土木部 

イ 国の動向を見極めた県営住宅への支援対

象者の優先入居の検討 

土木部 

④一時的な居場所の

確保 

ア 自立準備ホーム制度の周知への協力 県民環境部 

第３ 

保健 医

療・福祉

サー ビ

スの 利

用の 促

進 

１ 

高齢者

又は障

がいの

ある人

への支

援 

①福祉的支援の実施

体制の充実 

ア 県地域生活定着支援センターによる受け

入れ施設等の調整、フォローアップと取組

の充実強化 

保健福祉部 

イ 関係機関を対象とした研修や意見交換会

等による多機関の地域ネットワークづくり 

県民環境部 

保健福祉部 

ウ 福祉施設職員等を対象とした矯正施設見

学会等の周知 

県民環境部 

エ 地域福祉支援計画との連携 保健福祉部 

②保健医療・福祉サ

ービスの提供 

ア 矯正施設等と連携した福祉サービス利用

のための手続等の円滑な実施 

保健福祉部 

イ 施策の周知・相互理解（情報共有）によ

る連携した相談の実施（再掲） 

県民環境部 

保健福祉部 

２ 

薬物依

存を有

する者

への支

援 

①薬物依存症に関す

る広報・相談支援の

充実 

ア 薬物依存症に関する相談窓口等の周知 保健福祉部 

イ 薬物乱用に係るリスクや正しい知識等の

普及啓発 

保健福祉部 

②治療・支援を提供

する保健・医療機関

等の充実 

ア 医療提供体制の整備とネットワーク化の

促進 

保健福祉部 

イ 自立支援医療制度による負担軽減 保健福祉部 

③関係機関・団体等

の連携強化 

ア 関係機関等との連携強化と継続的な支援

の検討 

保健福祉部 

イ 対象者と家族への支援体制の構築 保健福祉部 

ウ 正しい理解の促進と対象者の孤立の防止 保健福祉部 

エ 民間支援団体との連携と活動支援 保健福祉部 

第４ 

非行 の

防止 及

び学 校

等と 連

携し た

修学 支

援の 実

施等 

１ 

少年の

非行防

止等 

①学校における適切

な教育・指導の実施 

ア スクールカウンセラー等の配置による相

談体制の整備 

教育委員会 

イ 相談活動の充実と非行防止教室による問

題行動の未然防止 

教育委員会 

ウ 薬物乱用防止教室の実施 保健福祉部 

エ 県青少年育成協議会と各団体との連携 保健福祉部 

オ SNS等を活用した相談体制の構築 教育委員会 

カ 非行防止教室や少年警察ボランティア等

と連携した社会活動の実施 

警察本部 

②地域における少年

の立ち直り支援 

ア 児童自立支援施設等送致児童への支援 保健福祉部 

イ 民間協力者等の知識や対応力の向上に向

けた支援 

保健福祉部 

警察本部 

２ 

学校等

①学校や地域におけ

る学び直しのための

ア 高校等中退者の学び直しに係る授業料の

支援 

総務部 

教育委員会 
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と連携

した修

学支援

の実施

等 

支援 イ 若者学習サポート事業による学習機会の

提供及び居場所づくり 

保健福祉部 

ウ 自立援助ホーム入居中の非行少年の学び

直しの支援 

保健福祉部 

総務部 

教育委員会 

エ 中途退学者への再修学の情報提供 教育委員会 

②少年院・保護観察

所等と連携した取組

の検討 

ア 読書に関する取組についての関係機関連

携の検討 

教育委員会 

イ 地域の学習ボランティア等の情報提供 教育委員会 

ウ 復学する者等の学びの継続支援に向けた

ケース検討会等の実施 

教育委員会 

第５ 

犯罪 を

した 者

等の 特

性に 応

じた 効

果的 な

支援 の

実施 

１ 

犯罪を

した者

等の特

性に応

じた効

果的な

支援の

実施 

①犯罪をした者等の

特性に応じた効果的

な支援の実施 

ア 児童自立支援施設等送致の保護処分を受

けた少年への専門機関と連携した支援 

保健福祉部 

イ 子どもへの暴力的性犯罪者の再犯防止支

援 

警察本部 

ウ ストーカー加害者への適切な措置及びカ

ウンセリング等受診への助言 

警察本部 

エ 暴力団からの離脱支援・社会復帰支援の

推進 

警察本部 

オ 非行少年の社会奉仕活動等による立ち 

直り支援 

警察本部 

カ 松山保護観察所の社会貢献活動への協力 県民環境部 

保健福祉部 

キ 依存症に関する相談支援体制の構築 保健福祉部 

第６ 

民間 協

力者 の

活動 の

促進、広

報・啓発

活動 の

推進 

１ 

民間協

力者の

活動の

促進 

①民間ボランティア

の活動に係る支援 

ア 県職員退職者説明会での保護司パンフレ

ットの配布等 

県民環境部 

総務部 

イ 県更生保護女性連盟への助成 県民環境部 

ウ 保護司等への支援機関・制度等の周知 県民環境部 

エ 保護司等の研修会での薬物乱用防止に係 

る研修の実施 

保健福祉部 

オ 協力雇用主の社会的評価の向上（再掲） 総務部 

②更生保護活動者に

対する顕彰 

ア 民間協力者への感謝状贈呈 県民環境部 

保健福祉部 

イ 新たな表彰制度の検討 県民環境部 

保健福祉部 

２ 

広報・

啓発活

動の推

進 

①広報・啓発活動の

推進 

ア 社会を明るくする運動や再犯防止に関す

る広報・啓発活動 

県民環境部 

イ 県民の理解促進に向けた国機関等と連携

した交流事業等への協力 

県民環境部 

ウ 人権啓発イベント等での啓発活動 県民環境部 

エ 市町向け研修会や地域別会議等による理

解や取組の促進 

県民環境部 

オ 非行少年を生まない社会づくりの広報や

立ち直り支援活動の周知 

警察本部 

 



 

 

 

  

各機関・団体の取組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月５日 

       四国矯正管区 

       コレワーク四国 

       松山刑務所 
 

資料３ 
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出所者雇用という
カタチの求人あります

矯正・中核・収集
Correction,Core,Collection+Work

３つのサービスで出所者等雇用のお手伝いをいたします！
１雇用情報提供サービス
全国の受刑者等の資格、職歴、帰住予定地名などの情報を一括管理し、事業主の方の雇

用ニーズにマッチする者を収容する矯正施設を素早くご紹介します

２採用手続支援サービス
事業主の方の矯正施設での採用手続を幅広くサポートします

３就労支援相談窓口サービス
事業主の方に対する各種支援制度、矯正施設見学会、矯正展、職業訓練見学会等をご案

内します

〒760-0033

高松市丸の内１番１号 高松法務合同庁舎B１ 法務省コレワーク四国

つ（な）ぐ コレワーク

受付時間10:00～17:00（土日祝日除く）フリーダイヤル

人材確保 社会貢献

罪を反省した彼らが、「職場」という居場所を見つ
け、立ち直るために、新しい仲間として迎え、雇用し
ていただける皆さんの理解とお力添えが必要です

コレまるコレ花



２. 雇用情報提供サービスについて

コレワークは、刑務所出所者等の雇用を検討されている事業主の方に採用手続き

のためのお手伝いをさせていただきます。

１．求める人材の条件をお教えてください

２．条件に合う人材がいる刑務所・少年院をお教えします

３．ハローワークにて受刑者等専用求人をお作りください

４．面接希望者がいる施設orハローワークから
連絡があります

５．採用面接（対面式orリモート面接）の実施

相談

検索

求人

連絡

面接

※職業斡旋するものではございません。

１. 出所者等雇用の重要性

再犯をして刑事施設に戻ってし
まった人の多くが無職でした

何とかしなければ！

刑務所出所者等の雇用を増やそう

再犯防止
犯罪被害の減少

心 安 全 な社会へ！

無職

約７０％



３. 施設名の情報提供について

★事業主様へのお願い

施設検索結果等をもとに
受刑者等専用求人を作成く
ださい

〇〇刑務所、〇〇刑務所、〇〇刑務所、〇〇刑務
所、〇〇刑務所、〇〇少年院、〇〇少年院

コレワーク四国による検索結果等について

（株）○○運送 様

コレワーク四国

※

CORRE WORK

★雇用ニーズにマッチした施設名の提供をいたします！

４. 採用面接と定着指導について

採用面接

刑務所・少年院で本人と面会面接

TV会議でも可能

刑務所

定着指導
（就業前）

就業の心構え・打合せ等

出所後の就労内容について

刑務所

・ 求人票の特記事項欄に施設名が
掲載されます
・ 求人票更新時はコレワークから御
連絡します



求人票更新の情報提供

求人票を更新する際（３か月毎）に掲載して
いただく該当施設名の提供をリアルタイムに行
います。

〒760-0033

高松市丸の内１番１号高松法務合同庁舎B１

法務省コレワーク四国 つ（な）ぐ コレワーク

５． その他の支援サービスについて

JR高松駅

郵便局 三越

高松北警察署

高松高等裁判所

コレワーク四国

ことでん
高松築港駅 高松城跡

受付時間10:00～17:00（土日祝日除く）フリーダイヤル

７. アクセスについて

６. 雇用経験者談

（株）松山土木工業
取締役社長 宇都宮 克仁 氏

個別相談会

雇用に関する不安や疑問等を刑務所出所
者等の雇用経験が豊富な「雇用支援アドバイ
ザー」に相談することができます。

雇用支援セミナー

雇用に関する手続きや各種支援制度を分か
りやすく御説明します。各組合等への訪問もい
たします。

スタディツアー・施設見学会

受刑者等が刑務所・少年院でどのような生
活をしているのか見学することができます。

https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/CORRE-
WORK/index.html

私は、恩師の薦めで平成13年から更生保護活動に携わっています。私た
ちに相談にくる少年院・刑務所出所者は、帰る場所のない人ばかりです。
彼らは、幼年期の愛情不足、成長期の教育不足、現在の貧困収入不足等、
社会全体が守らなければならない人たちです。私はそんな彼らを雇用する際、
求人目的だけではなく、この活動に大義を掲げ、心のバランスを保つよう心
掛けています。できればその自己満足を超越できればと日々努めています。
地域貢献のため、誰かが誰かのためにやらなければならないと思っていま
す。
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